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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文
（
抜
粋
）

改

正

後

改

正

前

（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

（
用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ
当

第
七
十
三
条
の
四

第
七
十
三
条
の
四

該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

三

学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
直
接
保
育

い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
直
接
保
育

又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
不
動
産
（
第
四
号
の
四
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
不
動
産

、
学
校
法
人
等
が
そ
の
設
置
す
る
寄
宿
舎
で
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

、
学
校
法
人
等
が
そ
の
設
置
す
る
寄
宿
舎
で
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
に
係
る
も

第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
学
校
又
は
同
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
に
係
る
も

の
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

の
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財

団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い
て
直

団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い
て
直

接
保
育
の
用
に
供
す
る
不
動
産
（
同
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
公
益

接
保
育
の
用
に
供
す
る
不
動
産

及
び
公
益

社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
を

法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
又
は
職
業
訓
練
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
都
道
府

目
的
と
す
る
も
の
又
は
職
業
訓
練
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
都
道
府

県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
そ
の
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
直
接
職
業
訓
練
の
用
に

県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
そ
の
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
直
接
職
業
訓
練
の
用
に
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供
す
る
不
動
産
並
び
に
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
図

供
す
る
不
動
産
並
び
に
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
図

書
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産
及
び
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公

書
館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産
及
び
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公

益
財
団
法
人
又
は
宗
教
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
博
物
館
法
第
二
条
第
一
項
の
博
物

益
財
団
法
人
又
は
宗
教
法
人
が
そ
の
設
置
す
る
博
物
館
法
第
二
条
第
一
項
の
博
物

館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産

館
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産

三
の
二

略

三
の
二

略

四

社
会
福
祉
法
人
（
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
四
号
の
八
ま
で

四

社
会
福
祉
法
人
（
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
活
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

第
四
号
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
活
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
保
護
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

る
保
護
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

四
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第

十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産

四
の
三

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

四
の
二

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
の
四

学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
用
に
供

す
る
不
動
産

四
の
五

略

四
の
三

略

四
の
六

社
会
福
祉
法
人
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

四
の
四

社
会
福
祉
法
人
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
用
に
供
す

す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
用
に
供
す

る
不
動
産

る
不
動
産

四
の
五
及
び
四
の
六

削
除

四
の
七

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
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四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産

四
の
八

第
四
号
か
ら
前
号

ま
で
に
掲
げ
る
不
動
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法

四
の
七

第
四
号
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
不
動
産
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法

人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福

人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福

祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

四
の
九

略

四
の
八

略

四
の
九

社
会
福
祉
法
人
（
日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者

が
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事
業
の

用
に
供
す
る
不
動
産

五

第
三
号
の
二
か
ら
第
四
号
の
八
ま
で

に
掲
げ
る
不
動

五

第
三
号
の
二
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
、
第
四
号
の
七
及
び
前
号
に
掲
げ
る
不
動

産
の
ほ
か
、
日
本
赤
十
字
社
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で

産
の
ほ
か
、
日
本
赤
十
字
社
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で

政
令
で
定
め
る
も
の

政
令
で
定
め
る
も
の

六
～
二
十

略

六
～
二
十

略

二
十
一

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

二
十
一

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号

盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
中
心
市
街
地

に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
中
心
市
街
地

の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項

の

業
務
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
土

第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
土

地
及
び
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

地
及
び
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
（
政
令
で
定
め
る

律
第
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
（
政
令
で
定
め
る

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地

も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地

二
十
二
～
二
十
八

二
十
二
～
二
十
八

二
十
九

削
除

二
十
九

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
が
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国

博
覧
会
記
念
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
条
第
一
号
に
規
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定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

三
十
～
三
十
七

略

三
十
～
三
十
七

略

三
十
八

特
定
建
設
線
（
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
項
に
規
定
す
る

建
設
線
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
建
設
主
体
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
し
た
法
人
が

同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
当
該
特
定

建
設
線
の
工
事
実
施
計
画
に
係
る
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
の
鉄
道

事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道

施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
四
号

の
四
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
、
同
項

第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
九
号
に
係
る
部
分
並
び
に
同
項
に
一
号
を
加
え
る
部
分

を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
二
号
の
五

に
係
る
部
分
、
同
項
第
十
号
の
四
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一

項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
七
号
の
二
を
第
十
八
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号
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
の
改
正
規

定
（
同
項
第
十
号
の
四
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行

の
日

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す

る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




